
011-700-3311
札幌法務局北出張所

令和８年７月４日(土)
①１３：００～１４：００
②１４：３０～１５：３０

日時

会場

※定員（各回５０名）と
なり次第、締切りと
させていただきます。

お申し込みはこちら！

はじめての
相続登記教室

～法務局職員がご説明します！～

むずかしそう…… 自分でできるの？

ご都合のよい回をお選びください♪
（内容は同じです）

回覧

花川北コミュニティセンター
(石狩市花川北３条２丁目198-1)

相続登記は、令和６年４月より
申請が義務化されています！

⚫ 法務局職員がやさしく、分かりやすくご説明します。
⚫ 説明会終了後、職員と個別に話せる相談ブースもご
用意しています（一組２０分まで）。
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